
研究ノート

【要　　　旨】
　本稿で検討する「（慶長５年）８月21日付山村良勝・千村良重宛大久保長安書状」
は、徳川家康の近習出頭人である大久保長安が、木曽義利の旧家臣である山村良勝・
千村良重に対して出した書状である。この書状は、34ケ条の一つ書きからなる長
文の内容であり、慶長５年８月下旬における家康による信濃国に対する計略の指示
内容が具体的に示されている点で重要であるので、本稿では、その記載内容を具体
的に検討・考察する。

【キーワード】
徳川家康、徳川秀忠、大久保長安、山村良勝、千村良重

はじめに

　『信濃史料』第18巻（１）には、「（慶長５年）８月21日付山村良勝・千村良重宛大久保長安書状」
が収載されている。この書状は、同日付で徳川家康が山村良勝・千村良重宛に出した書状の副状
として出されたものであり、34ケ条の一つ書きからなる長文の内容である。
　この同日付の家康書状写を以下に提示する（２）。

　　  其許弥堅固申付候由、尤肝要ニ候、此度之忠儀
（ママ）

（義ヵ）感悦候、然者、為加勢遠山久兵衛・
小笠原靱屓

（ママ）

（負ヵ）・今泉五介差遣候条、可相談候、委細大久保十兵衛可申候也、
　　　　八月廿一日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家康様御書判
　　　　　　　　　山村甚兵衛とのへ
　　　　　　　　　千村平右衛門とのへ

　この内容としては、山村良勝と千村良重が木曽谷をいよいよ堅固に申し付けることが肝要であ
る、としたうえで、家康に味方したことを忠義である、として、感悦の意を表している。そして、
遠山友政、小笠原長巨、今泉五介を加勢として遣わすので相談するように命じている。詳しくは、
大久保長安から申し述べる（つまり、大久保長安が副状を出す）、としている。
　なお、この家康書状写において、加勢として遣わすとしている遠山友政、小笠原長巨、今泉五
介のうち、遠山友政と小笠原長巨のことは同日付の山村良勝・千村良重宛大久保長安書状に記さ

「（慶長５年）８月21日付山村良勝・千村良重宛大久保
長安書状」について

白　峰　　　旬
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れているが、今泉五介のことについては記されていない。
　大久保長安は徳川家康によって抜擢された近習出頭人であり、慶長５年（1600）８月下旬にお
ける家康による信濃国に対する計略の指示内容が具体的に示されている点で重要である。大久保
長安については、「慶長５年（1600）の関ヶ原の戦では小荷駄奉行を勤め、また徳川秀忠軍の先
導として、木曾谷・東美濃の制圧にも卓越した軍略手腕を発揮した」（３）と評価されている。
　よって、本稿では「（慶長５年）８月21日付山村良勝・千村良重宛大久保長安書状」の内容の
重要性を考慮して、その内容検討をおこないたい。
　なお、本稿では紙幅の関係から引用は避けるが、関ヶ原の戦いと木曽の関係については、『中
津川市史』中巻Ⅰ（４）の第５編第１章第１節３「木曽谷の平定」、同編同章第３節３「山村家」、『山
口村誌』上巻（５）の第４章第１節「関が原の戦いと木曽」を参照されたい（６）。

１．「（慶長５年）８月21日付山村良勝・千村良重宛大久保長安書状」の内容紹介

　まず、「（慶長５年）８月21日付山村良勝・千村良重宛大久保長安書状」について、前掲『信
濃史料』第18巻から以下に全文を引用し（７）、原文引用のあとに、筆者（白峰）による現代語訳
を記した。なお、各条項が何条目にあたるのかを明示するため、便宜上、各条項に①～㉞の数字
を付けた。また、内容的な説明をおこなう必要上、下線ａ～ｚを付けた。

【原文】
其許様子、十六日之御状、昨廿日ニ高井土

（ママ）

（戸ヵ）ニをひて令披見候、則江戸へ御状共指遣申候、
此中十一日之心得其許之様子被為聞度之由、御意候つる間、御中間衆飛力被越申候つる事
一① ａ上方石治少・大刑・石備書状、御才覚にて御取被成候、則状江戸へ致進上候、定而可為御

大慶候事
一② 我ら者廿日の朝迄、江戸ニ罷有、遠山久兵衛殿其許へ被遣候しくミいたし候、ｂ五日中ニ遠

久兵、其地へ可有御越候事
一③ 遠久兵へ金子五両渡しにて越申候、ふかしにて米之調被成、其地之者共かつへ候ハぬやうニ

可被成事
一④ｃ会津表之儀、正宗打入、城二三か乗捕

（ママ）

（取ヵ）候故、影
（ママ）

（景ヵ）勝手を失之由申来候事
一⑤ ｄ小笠原靱負、其許かセいとして人数被遣候、にへ川辺ニなり共、又福嶋辺ニなり共、貴所

達思召し仕候置
（ママ）

（通ヵ）御申可在候事
一⑥ｅてつほう・玉薬以外

（ママ）

（下ヵ）つけさせ越申候つる、相届申候哉事
一⑦ 昨廿日、馬場半左、御目見え被申候、我々妻子てうふニつかまつり、其許へ可参之由被仰出

候、如何ニも仕合よく候ニて、半左も下総へ参、三・辰致取合、いへのこ辺ニ各妻子有付候
て、其許可参候由御座候事

一⑧ｆ半左へもてつほう以下被成御渡候事
一⑨貴所達より為書状半途より半左へ早飛力にて越申候間、可御心安事
一⑩ ｇ道幽

（ママ）

（勇ヵ）、犬山ニいまた御逗留之由、きつかい仕候、大手へ御立之衆ニも御朱印を被
遣候、可御心安事

一⑪ｈ清須の城迄道筋被
（ママ）

（無ヵ）相違相納申候事
一⑫ｉ内府様も来廿四五日時分ニ尾州おもてへ御出馬候事
一⑬ｊ石玄蕃殿しち物家中共々、昨廿日ニ我ら御代官所日野迄参着候事
一⑭ｋ金森法印も其谷御かため候事、御満足之事
一⑮ｌひかしミのへの手遣、追而可被成之由御座候、遠山勘右衛門殿、三州口を被参候事
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一⑯ｍ玉薬何ほとも遣し可申候間、可御心安事
一⑰ ｎ近日真田へ御勤

（ママ）

（動ヵ）候、我らも彼地へ罷越候間、重而御用之御飛力ハ聞合、彼地へす
くニ可給候、それより御はた本へ可申上候事

一⑱ｏ彼筋ヘハ中納言様御馬可出候事
一⑲ｐ左京大夫殿被入御念候通、一ツ書を以、内府様へ申上候事
一⑳ｑふかしへの書状遣し申候間、御心安可在之事
一㉑ｒ松本へも何事も十兵衛次第ニ可被仰付由、御朱印被遣候間、是又可御心安事
一㉒ｓ諏方

（ママ）

（訪ヵ）しち物も、今日此地へ被相着候由申来候、可御心安事
一㉓ ｔいな侍従殿しち物、上州高崎へ家中共ニ罷着候、ｕ侍従殿ハ三州通を清須へ着陣之由申来

候事
一㉔其許忠節被成方々へ書状、急さし越候事
一㉕ 今度貴所達へたいし、別心仕候者、何様ニもいけ取、以俄者被仰付、道幽

（ママ）

（勇ヵ）者
（ママ）

（与ヵ）
しち物かへニも才覚仕度之事

一㉖ 原与左衛門方
（ママ）

（よりヵ）、（主語の人名脱ヵ）遠山勘右を頼ミ候て、昨廿日ニ我ら所へ参候間、
何事も貴所達と談合可仕候由申候、随（「而」脱ヵ）者其谷期かため之内ハ馬場半左致談合、
とくと相延可申候、其御心得可被成之事

一㉗ ｖ松本ヨリ米入候儀、先以我ら方より渡辺金内殿へ書状こし申候、玄蕃殿おちにて候、石川
日向殿より書状調、久兵へ殿御越之時こし可申事

一㉘ ｗ今度信州表へ参陣いたし候、其内自其地相出候飛力さし引のためニ、よこ山口留御仕候人
を付置、我らい申所へ参候様之しくミ申候間、可御心安事

一㉙ 彼表より其許へ参、万事御談合申、内府様へ自其許尾州へ御遣候奏者之儀も、しくミ可申候
之間、可御心安候事

一㉚ ｘ其谷口留之儀、かたく被仰付、上方より通候書状共、おく筋并近ケ国之者けいさくの書状
なと可致通路候間、何様ニもかたく御改、御才覚候て被成御取可給事

一㉛ ｙ金代物何ほと入候共、可仰給候、いかほとも可出事候、
一㉜馬場半左・千助右両人も当所務の様子申付、其許へ可参之由御座候事
一㉝ ｚ内府様被成　御意候ハ、貴所達を其地へ被遣候て、跡にて定而妻子きつかい可申候由被成

御意候、馬半左もか様なる忝候儀、其之段仰候て御帰候事
一㉞ 是ハ平右衛門殿へ申候、御しんふ様も其許之様子無御心元可被思召候と存、委書状を以申入

候、可御心安事、尚追々可申候、恐々謹言、
　　　　八月廿一日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大十兵衛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長安（花押）
　　　　山甚兵様
　　　　千平右様
　　　　　　　　御報

【現代語訳】
そちら（＝木曽谷〔信濃国〕）の状況（を記した８月）16日付の（山村良勝・千村良重からの）
書状は昨日（８月）20日に高井土

（ママ）

（戸ヵ）（武蔵国（８））において披見した。よって、（家康がいる）
江戸へその書状共（９）を遣わした。（その江戸へ遣わした書状の）中で（８月）11日（付の書状に
記されていた）注意すべきことや、そちら（＝木曽谷）の状況について聞かせてほしい旨の（家
康の）お考えであったので、（家康から）御中間衆の飛脚を（そちら〔＝木曽谷〕に）遣わした。
一① ａ上方（＝豊臣公儀方）の石田三成・大谷吉継・石川光吉（尾張国犬山城主）の書状を（山
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村良勝・千村良重の）御才覚により（奪い）取った。よって、（その書状を家康がいる）江
戸へ進上した。（このことは）きっと御大慶であろう。

一② 私（大久保長安）は（８月）20日の朝まで江戸にいて、遠山友政（苗木遠山氏）をそちら（＝
木曽谷）へ遣わす「しくみ」（準備という意味か？）をしたので、ｂ５日中には遠山友政は
そちら（＝木曽谷）へ行く予定である。

一③ （大久保長安は）遠山友政へ金子５両を渡して行かせた。深志（＝松本）にて米（＝兵粮米）
を準備して、そちら（＝木曽谷）の者共が支障がないようにすること（を指示した）。

一④ ｃ会津方面のことは、伊達政宗が（上杉景勝の領国へ）攻め込み、（上杉景勝の領国内の）
城２～３（箇所）を乗っ取ったので、（上杉）景勝はなすすべがなくなった、ということが（伊
達政宗から家康へ）報告された。

一⑤ ｄ小笠原長
ながなお

巨を、そちら（＝木曽谷）への加勢として人数（＝軍勢）を遣わした。「にへ川」
（＝信濃国贄

にえかわ

川宿（10））辺りでも、或いは、「福嶋」（＝信濃国福島宿（11））辺りでも、あなたた
ち（＝山村良勝・千村良重）の思う通りに（小笠原長巨に対して）言うように。

一⑥ ｅ鉄炮・玉薬（＝火薬）以下を付けさせて（そちら〔＝木曽谷〕へ）送った。（それらはそちら〔＝
木曽谷〕に）届いただろうか。

一⑦ 昨日（８月）20日に馬場昌次は（家康に）御
お め み え

目見した。我々の妻子がいるところは丈夫に
している。（私〔大久保長安〕が）そちら（＝木曽谷）へ行くべき旨を（家康が）命じた。
いかにもなりゆきが良く、馬場昌次も下総（国）へ行き、「三・辰」（＝意味不明）の取

とりあわ

合せ
（＝仲介という意味か？）をして、「いへのこ」（＝家

い え の こ

之子村（12））辺りに（木曽義利の旧家臣の？）
各妻子が落ち着いて、（それから馬場昌次が）そちら（＝木曽谷）へ行く予定とのことである。

一⑧ｆ馬場昌次へも鉄炮以下を（家康から）渡した。
一⑨ あなたたち（＝山村良勝・千村良重）からの書状は、道のりの途中から馬場昌次（のところ）

へ早飛脚にて来たので、安心するように。
一⑩ ｇ山村良候（＝山村良勝の父）は（尾張国）犬山城（城主は石川光吉）にいまだ逗留してい

る（＝拘束されている）とのことで心配している。（犬山城の？）大手へ「御立之衆」（＝
意味不明。犬山城大手を守備している諸将という意味か？）にも（調略についての家康から
の？）朱印状を遣わしたので安心するように。

一⑪ｈ清須城（尾張国）までの道筋（の諸城）は確実に（徳川方が）受け取った。
一⑫ ｉ家康も来る（８月）24、25日頃には尾州（＝尾張国）方面へ（向けて江戸から）出馬する（予

定である）。
一⑬ ｊ石川康長（信濃国松本城主）の人質が家中共々、昨（８月）20日に私（大久保長安）の

代官所の日野（武蔵国（13））まで到着した。
一⑭ ｋ金森長近（飛騨国高山城主）も、その谷（＝木曽谷）を固く守っていることについて（家

康は）御満足している。
一⑮ ｌ（家康が）東美濃への軍勢を遣わすことは、のちにおこなう予定とのことである。遠山利

景（美濃国明知城の元城主。明知遠山氏）は（東美濃を攻めるため）三河口を行く（予定で
ある）。

一⑯ ｍ玉薬（＝火薬）はどれだけでも（山村良勝・千村良重に）遣わすので安心するように。
一⑰ ｎ近日、真田（昌幸の上田城）へ（討伐するために徳川秀忠が）出陣する。私（大久保長安）

も（秀忠に従って）その地（＝信濃国上田）へ行くので、重ねて（家康へ）御用の飛脚があ
れば聞き合わせて、その地（＝信濃国上田）へすぐに送ってほしい。それから（大久保長安
より家康の）旗本へ申し上げる予定である。
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一⑱ｏその方面（＝上田城方面）には徳川秀忠が出馬の予定である。
一⑲ ｐ浅野幸長（＝この時点で清須城〔尾張国〕に在陣していたか？）から念を入れて、一つ書

き（の書状）をもって家康に申し上げた。
一⑳ ｑ（大久保長安から）深志（＝松本）への書状（＝松本城主・石川康長への書状）を遣わし

たので安心するように。
一㉑ ｒ松本（城主の石川康長）へは何事も大久保長安次第に申し付けるべき旨の（家康の）朱印

状を遣わしたので、これまた安心するように。
一㉒ ｓ諏訪（信濃国諏訪高島城主の日根野吉明（14））の人質も、今日（８月21日）、この地（＝武

蔵国横山〔宿〕（15））へ着いた旨の報告があったので安心するように。
一㉓ ｔ京極高知（信濃国飯田城主）の人質も、家中共に上野国高崎へ着いた。ｕ京極高知は三河

国を通って清須城（尾張国）へ着陣した旨の報告があった。
一㉔ そちら（＝木曽谷）で（家康への）忠節をした方々へ（忠節に感謝する？）書状を急いで出

すように。
一㉕ この度、あなたたち（＝山村良勝・千村良重）に対して別心をした者については、どのよう

にしてでも生け捕り、「俄者」（＝意味不明）をもって命じて、（犬山城に拘束されている）
山村良候と人質交換するように才覚をしてほしい。

一㉖ 原与左衛門より（主語の人名脱ヵ）遠山利景（美濃国明知城の元城主。明知遠山氏）を頼って、
昨日（８月）20日に私（大久保長安）のところへ来たので、何事もあなたたち（＝山村良勝・
千村良重）と相談すべき旨を（私〔大久保長安〕は）述べた。したがって、その谷（＝木曽谷）
を固く守っているうちは（山村良勝・千村良重は）馬場昌次と相談して、（木曽谷の守備を）
十分延ばすようにすべきである。その心得をすべきである。

一㉗ ｖ松本より米（＝兵粮米）が必要であることについて（申し出があったので）、とにかく私（大
久保長安）の方より渡辺金内（松本城主・石川康長の家臣）へ書状を出した。石川康長の
叔
（ マ マ ）

父（16））である石川家成より（石川康長宛の）書状を用意して、遠山友政（苗木遠山氏）が
（そちら〔＝木曽谷〕に）行った時に（遠山友政が持参して石川康長にその書状を）出す予
定である。

一㉘ ｗこの度、（私〔大久保長安〕は）信州方面へ参陣する。そのうち、その地（＝木曽谷）よ
り（私〔大久保長安〕宛に）出した飛脚に指図するために（武蔵国）横山（宿）（17）に「口留」

（＝この場合は、その飛脚を止めて指図する、という意味か？（18））する人を付け置き、私（大
久保長安）がいるところへ（その飛脚が）来るように「しくみ」（＝準備という意味か？）
をするので安心するように。

一㉙ （私〔大久保長安〕が）その方面（＝信濃国上田か？）よりそちら（＝木曽谷）へ行き、万
事のことについて相談して、（尾張国へ出陣予定である）家康へそちら（＝木曽谷）より尾
州（＝尾張国）へ遣わす（予定の）奏者のことも「しくみ」（準備という意味か？）をする
ので安心するように。

一㉚ ｘその谷（＝木曽谷）での「口留」（＝人や物資の出入を取り締まること（19））のことは厳し
く命じて、上方より来た書状共は、奥筋（＝奥州〔東北地方〕の方面（20））と（その）近国の
者に対する計策（＝計略）の書状などが通るであろうから、どのようにでも厳しく調べて、
御才覚によって（奪い）取るように（指示した）。

一㉛ ｙ金や代
しろもの

物（＝金銭に代わる品物（21））がどれほど必要であっても言って欲しい。どれほどで
も出すつもりである。

一㉜ 馬場昌次と千村重次両人も、この所務（＝年貢の取立て（22））の状況を命じて、そちら（＝木
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曽谷）へ行く予定とのことである。
一㉝ ｚ家康のお考えとしては、あなたたち（＝山村良勝・千村良重）をその地（＝木曽谷）へ遣

わして、そのあとで、きっと妻子への心配をするつもりである、とのお考えであった。馬場
昌次も、このような（ことは）かたじけないことである、と述べて帰った。

一㉞ これは千村良重に対して述べるが、御親父様（＝千村家政）もそちら（＝木曽谷）の状況を
心配していると思うので、（大久保長安から千村家政へ）詳しく書状をもって申し入れたの
で安心するように。なお、追々（今後も書状をもって）述べる予定である。

　　（後略）

２．「（慶長５年）８月21日付山村良勝・千村良重宛大久保長安書状」の内容検討

　以下、「（慶長５年）８月21日付山村良勝・千村良重宛大久保長安書状」の内容について、ポ
イントとなる諸点を列挙する。
　下線ａは、石田三成・大谷吉継・石川光吉（尾張国犬山城主）の書状を山村良勝と千村良重が
奪取して江戸の家康へ進上したことを「御大慶」として褒めている。この書状は、下線ｘの記載
内容から推測すると、石田三成と大谷吉継から東北地方の諸大名に対して出された調略の密書で
あった、と考えられる。
　下線ａにおいて、石田三成と大谷吉継を名指ししていることは、家康の近習出頭人である大久
保長安が、８月21日（この書状の日付）の時点で、家康サイドの敵である豊臣公儀の反家康の
首謀者（中核的人物）を石田三成と大谷吉継と認識していたことがわかり、その意味で、この記
載は非常に重要である。
　なお、下線ａの「上方石治少・大刑・石備書状」について、前掲『信濃史料』第18巻（23）の頭
注では「三成ヨリ景勝ヘノ密書」としているが、この史料の原文（下線ａ）には、上杉景勝に対
する書状とは記されていない（24）。
　下線ｂは、この書状の日付である８月21日から直近５日以内に遠山友政を木曽谷（信濃国）
へ遣わす、としている。これは加勢として遣わす、という意味であろうが、遠山友政（苗木遠山
氏（25））は元苗木城主であったので、東美濃（＝美濃国東部）への侵攻を視野に入れたものであろ
う。
　下線ｃは、伊達政宗と上杉景勝の動向に関するものであり、伊達政宗が家康側に味方して戦っ
ていることを伝えたものである。
　下線ｄは、小笠原長巨を加勢として木曽谷へ遣わすことを伝えたものである。小笠原長巨の派
遣も、上述した遠山友政の派遣と同様に、東美濃への侵攻を視野に入れたものであろう。小笠原
長巨は、信濃国松尾城主の小笠原信貴（松尾小笠原氏（26））の次男であり、長男（＝長巨の兄）の
小笠原信

のぶみね

嶺は徳川家康の関東移封に従い、武蔵国本庄城主（１万石）であった。
　下線ｅは、木曽谷を守備していた山村良勝・千村良重に対する家康からの鉄炮・玉薬（＝火薬）
の供与であり、これも東美濃への侵攻のためと思われる。家康からの玉薬（＝火薬）の供与につ
いては、下線ｍでも述べている。
　下線ｆは、木曽谷へ遣わす馬場昌次にも鉄炮などを家康から渡した、としている。この鉄炮の
供与も同様の理由と思われる。
　下線ｇは、山村良勝の父である山村良候が尾張国犬山城主・石川光吉（豊臣公儀方）に人質と
して拘束されていたことを心配している。後述の第25条では、敵を生け捕り、山村良候と人質
交換するように指示している。
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　下線ｈは、８月21日（この書状の日付）の時点で、尾張国清須城までの諸城を家康方が確保
して押さえている、としている。このことから、８月21日の時点で、豊臣公儀方の軍勢と対峙
する家康方の軍勢の最前線の城は清須城であったことがわかる。
　下線ｉは、家康が江戸城から出陣する予定日を８月24日、或いは、同月25日頃としているが、
実際に家康が江戸城から出陣したのは９月朔日である。下線ｉでは、家康の出馬の目的地が美濃
国方面ではなく尾張国方面としている点に注意したい。その理由としては、この書状が出された
８月21日の時点では、福島正則など家康方諸将による岐阜城（美濃国）攻撃（８月23日）がさ
れていなかったため、家康の出馬の目的地として美濃国方面までは視野に入れていなかったので
あろう（27）。
　下線ｊは、石川康長（信濃国松本城主）からの人質が家中共々、８月20日の時点で武蔵国日
野（現・東京都日野市）まで到着した、としている。
　下線ｓに日根野吉明（信濃国諏訪高島城主）からの人質が８月21日（この書状の日付）の時
点で武蔵国横山（現・東京都八王子市横山町）へ到着した、としていることや、下線ｔに京極高
知（信濃国飯田城主）からの人質が家中共に上野国高崎（現・群馬県高崎市）へ到着した、とし
ていることも同様の事例である。このように家康サイドは、８月下旬の時点で、信濃国内の諸大
名から人質を徴収したことがわかる。これらの人質護送の最終目的地は江戸であったと思われ
る。
　下線ｋからは、８月21日（この書状の日付）の時点で、金森長近（飛騨国高山城主）は出陣して、
徳川方として木曽谷を守備していたことがわかる。このことは、８月21日の時点における金森
長近の出陣場所が確定できる、という意味で重要である。
　下線ｌは、家康が木曽谷（信濃国）制圧後、東美濃（＝東濃）への侵攻を予定していたことを
明確に示している点で重要である。上述した遠山友政（苗木遠山氏）が元城主であった苗木城（現・
岐阜県中津川市）、下線ｌに出てくる遠山利景（明知遠山氏）が元城主であった明知城（現・岐
阜県恵那市明智町）は、ともに東濃地域に所在する。よって、家康が企図した東濃への侵攻とい
うのは、具体的には、元城主であった遠山友政による苗木城奪還、元城主であった遠山利景によ
る明知城奪還を軸に展開を予定していたことがわかる。
　下線ｎ、ｏは、信濃国上田城攻め（城主は真田昌幸）のために徳川秀忠が近日、出陣予定であ
る、としている。このように、秀忠の出陣目的（上田城攻め）が明確に記されている点は重要で
ある。そして、上田城攻めに大久保長安も従って参陣する、としている。大久保長安が信濃国方
面へ参陣することは、下線ｗでも述べられている。
　徳川秀忠が信濃国に向けて宇都宮城（下野国）から出陣したのは８月24日である。「（慶長５年）
８月23日付真田信幸宛徳川秀忠書状」（28）では、秀忠が明日24日に「此地」（＝宇都宮）を発して「ち
いさ形」（＝信濃国小県郡）へ出陣するので、真田信幸に対して「彼表」へ参陣するように命じ
ている。
　「（慶長５年）８月23日付佐久間安政宛徳川秀忠書状」（29）、「（慶長５年）８月23日付平野長重宛
徳川秀忠書状」（30）には、「信州真田表」の「仕置」のために明日24日に出馬する、と記されている。
この点も、秀忠の出陣目的（「信州真田表」の「仕置」）が明確に記されている、という意味で重
要である。このことから、俗説で言われているように、秀忠が関ヶ原で家康の軍勢と合流する目
的で宇都宮から出陣した、というのは何の根拠もない虚説であることがわかる（そもそも、関ヶ
原は当初は戦場として全く想定されていなかった）。
　下線ｐでは、浅野幸長（＝この時点で清須城に在陣していたか？）が一つ書きの書状により家
康に報告してきた、としている。このことは、「（慶長５年）８月24日付浅野長政宛徳川家康書状」（31）
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に「左京大夫殿、万入御念被仰越候段、難申尽存候」と記されている点と符合する。
　下線ｑ、ｒ、ｖでは、信濃国松本に関して言及している。松本城主の石川康長は、天正13年

（1585）に家康のもとを出奔して豊臣秀吉へ仕えた石川数正の嫡男であり、家康サイドとしても
その動向に注意を払っていたと思われる。そのため、①石川康長へは大久保長安の指示に従うよ
うに、とする家康の指図を伝えた（下線ｒ）、②松本城の兵粮米に関する指示を出した（下線ｖ）、
③石川康長の叔

（ マ マ ）

父（32）である石川家成より石川康長宛の書状を用意した（下線ｖ）、などの対応を
しているのであろう。
　下線ｕからは、８月21日（この書状の日付）の時点で、京極高知（信濃国飯田城主）が清須
城へ着陣していたことがわかる。上述した下線ｈの記載内容も考慮すると、清須城は、家康方諸
将が集結した最前線の拠点城郭であったことがわかる。
　下線ｘは、木曽谷の地理的条件から、木曽谷が上方から東北へのルート（北関東から東北への
ルートは徳川サイドが押さえていたので使えなかったため）の中継地点（経由地点）として、上
方の豊臣公儀から東北地方などの諸大名への書状の往来に使用される、と見ての指示と考えられ
る。
　下線ｘにおいて、豊臣公儀（二大老・四奉行）から東北方面へ送られる計略内容の書状を奪取
するように、大久保長安が山村良勝・千村良重に対して指示している点は重要である。このこと
からは、豊臣公儀（二大老・四奉行）から東北方面の諸大名（上杉景勝だけではない）に対する
調略の書状が信濃国を経由して通ることが、家康サイドに予想されていたことがわかる。
　なお、史料の原文（下線ｘ）では「書状共」というように複数形で記されている点には注意し
たい。このことから、豊臣公儀から上述した調略の書状が複数出されることを、家康サイドが想
定していたことになる。
　下線ｙは、家康から山村良勝・千村良重に対する資金面での供与を示している。このことは、
上述した、家康からの鉄炮・玉薬（＝火薬）の供与（下線ｅ）と同様に東美濃への侵攻も視野に
入れてのことと思われる。
　下線ｚは、木曽谷へ山村良勝・千村良重を遣わしたことが家康の考えであったことを明示して
いる。

おわりに

　上述したように、この大久保長安書状には、慶長５年８月下旬の徳川サイドの動向について多
くの情報が記されている。その内容の主要な点を時系列に整理したものが表１である。表１を見
ると、慶長５年８月下旬の徳川サイドの動向としては、徳川秀忠が信濃国上田城攻めのために宇
都宮城から出陣する直前の状況（秀忠の宇都宮城からの出陣は８月24日）、及び、徳川家康が西
上するために江戸城から出陣する直前の状況（家康の江戸城からの出陣は９月１日であるが、こ
の大久保長安書状によれば当初の予定日は８月24日、同月25日頃であった）であったことがわ
かる。
　仮に家康の江戸出陣が当初の予定通り、８月24日、同月25日頃であったとすると、秀忠の宇
都宮出陣と同日、あるいは、１日遅れ、ということになり、当初は、家康と秀忠の同日（あるい
は、家康が１日遅れ）出陣が日程的に組まれていたことがわかり、そのマクロな軍事的意味を今
後検討する必要があろう。
　この大久保長安書状を読むと、徳川秀忠の信濃国上田への出陣を前提として、信濃国内や東
美濃方面を家康サイドが攻略していく具体的方途が書かれていることがわかる。このことは、秀
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忠の信濃国を経由しての西上に際して、秀忠の進軍ルートを先に空けさせる意味があった。その
家康の命を受けたのが木曽義利の旧家臣であった山村良勝と千村良重であった、ということにな
る。
　慶長５年８月21日付、同月23日付、同月24日付の関係文書をまとめたものが表２である。表
２を見ると、徳川秀忠は山村良勝・千村良重に対しては書状を出していないことがわかる。よっ
て、山村良勝・千村良重を遣わして木曽谷の平定、東美濃への侵攻を企図したのは家康であり、
その命を受けた大久保長安が具体的な役割を担当したのであって、徳川秀忠は関与していなかっ
た、と考えられる。
　この大久保長安書状において注目される点は、上述したように、豊臣公儀（二大老・四奉行）
から東北方面へ送られる計略内容の書状を奪取するように、大久保長安が山村良勝・千村良重に
対して指示していることである（下線ｘ）。実際に、８月21日（この書状の日付）の時点で、す
でに石田三成・大谷吉継・石川光吉（尾張国犬山城主）の書状を山村良勝と千村良重が奪取して
江戸の家康へ進上している（下線ａ）（33）。
　この大久保長安書状における、それぞれの一つ書きでは、文末に「可御心安事」と記されたケー
スが非常に多い（９、10、16、20、21、22、28、29、34の各条項。ただし、第20条は「御心安
可在之事」、第29条は「可御心安候事」と記されている（34））。これは大久保長安が宛所の山村良勝・
千村良重を安心させようと焦っていた証拠ととらえることもできるし、８月21日（この書状の
日付）の時点で、それだけ家康サイドが不利だったことの証左ととらえることもできる。
　こうした状況から、家康サイドとしては、豊臣公儀方の調略の書状（密書）を奪取して、家康
に味方した諸大名が反家康のスタンスに寝返らないようにしようとしたのは当然であった。
　この大久保長安書状の内容を、今後は、他の家康サイドの書状内容と比較検討することによっ
て、関ヶ原の戦いに至るまでの家康サイドのマクロな動向について整合的に理解していきたい。

［註］

（１）『信濃史料』第18巻（信濃史料刊行会、1962年発行、1970年訂正重刊、468～471頁）。
（２） 前掲『信濃史料』第18巻（468頁）。中村孝也『徳川家康文書の研究』中巻（日本学術振興

会、1959年、602頁）にもこの家康書状写が引用されている。
（３） 『国史大辞典』２巻（吉川弘文館、1980年、547～548頁、「大久保長安（おおくぼながやす）」

の項、この項の執筆は所三男氏）。
（４）『中津川市史』中巻Ⅰ（中津川市、1988年）。
（５）『山口村誌』上巻（山口村誌編纂委員会、1995年）。
（６）  前掲『中津川市史』中巻Ⅰ、前掲『山口村誌』上巻は、中津川市／古文献アーカイブ（https://

trc-adeac.trc.co.jp/WJ11C0/WJJS02U/2120605100 ）で閲覧できる（最終閲覧日：2019年
12月25日）。

（７）  引用にあたり、旧字体は新字体に改め、異体字は正字に改めた。そして、「より」の合字「ゟ」
は「より」に改めた。

（８）  現・東京都杉並区上高井戸など。高井戸は甲州道中の宿駅である（『日本歴史地名大系』13
〈東京都の地名〉、平凡社、2002年、825～826頁、「上高井戸宿・下高井戸宿」の項）。

（９）「共」と記されているので、複数の書状を意味する点に注意したい。
（10）現・長野県塩尻市。
（11）現・長野県木曽町。
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（12）現・千葉県東金市家之子。
（13）現・東京都日野市。
（14） 諏訪氏については、中世では「諏訪」ではなく「諏方」と書くのが一般的である（大石泰

史編『全国国衆ガイド－戦国の“地元の殿様”たち』、星海社、2015年、185頁。以下、サブ
タイトルは省略する）。

（15） 現・東京都八王子市横山町。「（慶長５年）８月21日付千村重照宛大久保長安書状写」（前掲『信
濃史料』第18巻、476頁）によれば、８月21日の時点で大久保長安は武蔵国横山（宿）にいた。

（16）石川家成は石川数正（康長の父）の叔父にあたる人物なので、この記載は正確ではない。
（17）前掲註（15）に同じ。
（18） 本来、「口留（くちどめ）」の意味は、「人や物資の出入を取り締まる」ことである（『日本

国語大辞典（第二版）』４巻、小学館、2001年、915頁、「口留番所（くちどめばんしょ）」
の項）。

（19）前掲註（18）を参照。
（20） 「奥筋（おくすじ）」の意味は「奥州（東北地方）の方面」である（『日本国語大辞典（第二

版）』２巻、小学館、2001年、1064頁）。
（21） 「代物（しろもの）」の意味は「金銭に代わる品物」である（『日本国語大辞典（第二版）』７巻、

小学館、2001年、516頁）。
（22） 「所務（しょむ）」の意味は「年貢の取立て」である（土井忠生・森田武・長南実編訳『邦

訳日葡辞書』、岩波書店、1980年、793頁）。
（23）前掲『信濃史料』第18巻（469頁）。
（24） ただし、「寛政重修諸家譜」（山村良勝の項）、「山村家譜」（前掲『信濃史料』第18巻、

471、472頁）には、妻
つまご

籠宿（信濃国）において石田三成から上杉景勝へ遣わした密書を奪
い取り大久保長安によって（家康に）進上した、と記されている。

（25） 遠山氏については、前掲『全国国衆ガイド』（196頁）を参照されたい。遠山氏は岩村（恵
那市）を宗家として、苗木（中津川市）、明知（恵那市）、飯羽間（恵那市）、明照（中津川
市）、串原（恵那市）、安木（中津川市）の七家に分家した（前掲『全国国衆ガイド』、196
頁）。苗木遠山氏の遠山友政は関ヶ原合戦後に苗木城に復帰し、初代苗木藩主になっている

（前掲『全国国衆ガイド』、196頁）。
（26）松尾小笠原氏については、前掲『全国国衆ガイド』（186頁）を参照されたい。
（27） ただし、８月23日付で大久保長安が千村重照に対して出した書状（前掲『信濃史料』第18

巻、477頁）では、家康は来
きた

る（８月）26日に「御手立」のため「濃州・尾州」へ出馬する、
としている。

（28）「（慶長５年）８月23日付真田信幸宛徳川秀忠書状」（前掲『信濃史料』第18巻、474頁）。
（29） 「（慶長５年）８月23日付佐久間安政宛徳川秀忠書状写」（前掲『信濃史料』第18巻、474頁）。
（30）「（慶長５年）８月23日付平野長重宛徳川秀忠書状写」（前掲『信濃史料』第18巻、475頁）。
（31）「（慶長５年）８月24日付浅野長政宛徳川家康書状」（前掲『信濃史料』第18巻、480頁）。
（32）前掲註（15）に同じ。
（33） 家康が豊臣公儀方の密書を披見した事例としては、家康が石田三成の「内状」（「治部少内

状」）を９月朔日に神奈川で披見したケースがある（「（慶長５年）９月朔日付福島正則・池
田輝政宛徳川家康書状写」、前掲・中村孝也『徳川家康文書の研究』中巻、658頁）。「内状（な
いじょう）」とは「内密の書状」（新村出編『広辞苑（第七版）』、岩波書店、2018年、2149
頁）という意味である。この石田三成の「内状」というのは、石田三成が福島正則など豊
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臣系部将に対して出した調略の書状（密書）であった可能性が高い。とすると、石田三成
が豊臣公儀において反家康のスタンスの首謀者として策動していたことの証左となる。ま
た、家康方軍勢が敵の飛脚を捕らえた事例としては、石田三成、小西行長などが籠城して
いた大垣城から毛利秀元に対して後詰を要請した飛脚を生け捕ったケースがある（「（慶長
５年）８月29日付黒河内長三宛保科正光書状写」、拙著『新視点関ヶ原合戦－天下分け目
の戦いの通説を覆す』、平凡社、2019年）。

（34） この大久保長安書状における一つ書きは全部で34ケ条であり、「可御心安事」（或いは、そ
れに近似した記載）と記されているのは９ケ条なので、全体の26.5％（小数点第２位を四
捨五入した）にあたる。
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表１　「 （慶長５年）８月21日付山村良勝・千村良重宛大久保長安書状」（『信濃史料』第18巻、468～
471頁）の内容を時系列に整理したもの

【　】内の丸数字は、便宜上付けた各条項の数字を示す。

８月20日の朝
【①の前の文】
【②】

大久保長安は８月20日の朝まで江戸にいた。そして、同日中に高井戸（武蔵国）
へ移動した。

８月20日
【①の前の文】

木曽谷（信濃国）の状況を記した８月16日付の書状を８月20日に大久保長安が高
井戸（武蔵国）において披見した。

８月20日
【⑦】
【⑧】

馬場昌次が家康に御
お め み え

目見した。馬場昌次は下総国に行ってから木曽谷（信濃国）
へ（加勢として） 行く予定。馬場昌次には鉄炮以下を家康が渡した。

８月20日
【⑦】

家康が大久保長安に木曽谷（信濃国）へ行くことを命じた。

８月20日
【⑩】

８月20日の時点で、山村良候（＝山村良勝の父）は犬山城（尾張国）にいまだ拘
束されていた。

８月20日
【⑪】

８月20日の時点で、清須城（尾張国）までの道筋（の諸城）は確実に徳川方が受
け取っていた。

８月20日
【⑬】

石川康長（信濃国松本城主）からの人質が家中共々、大久保長安の代官所の日野（武
蔵国）まで到着した。

８月20日
【㉖】

原与左衛門より（主語の人名脱ヵ）が遠山利景を頼って大久保長安のところへ来た。

８月20日から５
日以内

【②】
【③】

大久保長安が遠山友政（苗木遠山氏）を木曽谷（信濃国）へ（加勢として）遣わして、
遠山友政は８月20日から５日以内に木曽谷へ着く予定。大久保長安は遠山友政に
金子５両を渡して行かせた。

８月21日より前
【①の前の文】

山村良勝・千村良重からの８月11日付の書状内容（木曽谷の状況など）について
聞くために家康から御中間衆の飛脚を木曽谷（信濃国）に遣わした。

８月21日より前
【①】

石田三成・大谷吉継・石川光吉の書状を山村良勝・千村良重が奪い取り家康がい
る江戸へ進上した。

８月21日より前
【④】

伊達政宗が上杉景勝の領国へ攻め込み、上杉景勝の領国内の城２～３箇所を乗っ
取ったことを伊達政宗から家康へ報告された。

８月21日より前
【⑤】

大久保長安が小笠原長巨を木曽谷（信濃国）への加勢として遣わした。

８月21日より前
【⑥】

大久保長安が鉄炮・玉薬（＝火薬）以下を木曽谷（信濃国）へ送った。

８月21日より前
【⑨】

山村良勝・千村良重よりの書状が、馬場昌次のところへ早飛脚にて来た。

８月21日より前
【⑲】

浅野幸長（＝この時点で清須城に在陣していたか？）から念を入れて、一つ書き（の
書状）をもって家康に申し上げた。

８月21日
【⑭】

８月21日の時点で、金森長近（飛騨国高山城主）は出陣して、徳川方として木曽
谷（信濃国）を守備していた。

８月21日
【⑰】
【⑱】

近日、真田昌幸の上田城（信濃国）へ討伐するために徳川秀忠が出陣する。大久
保長安も（秀忠に従って）信濃国上田へ行く。
※ 徳川秀忠が信濃国に向けて宇都宮城（下野国）から出陣したのは８月24日である。

８月21日
【㉒】

日根野吉明（信濃国諏訪高島城主）からの人質が横山（武蔵国）へ到着した。
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８月21日
【㉘】

大久保長安が信州方面へ参陣する。

８月21日
【㉚】

上方（豊臣公儀〔二大老・四奉行〕）から東北方面への計略内容の書状を奪取する
ように、大久保長安が山村良勝・千村良重に対して指示した。

８月21日ヵ
【㉓】

京極高知（信濃国飯田城主）からの人質が家中共に高崎（上野国）へ到着した。

８月21日ヵ
【㉓】

京極高知は三河国を通って清須城（尾張国）へ着陣した旨の報告があった。

８月24、25日頃
【⑫】

家康が尾張国方面へ向けて江戸から出馬する予定。
※実際に家康が江戸城（武蔵国）を出陣したのは９月１日である。
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表２　慶長５年８月21日付、同月23日付、同月24日付の関係文書（『信濃史料』第18巻）

月　　日 発給者 宛　　所 出　典 頁数
Ａ （慶長５年）８月21日 徳川家康 山村良勝・千村良重 山村家先祖書 468頁
Ｂ （慶長５年）８月21日 大久保長安 山村良勝・千村良重 千村文書 468～471頁
Ｃ （慶長５年）８月23日 徳川秀忠 真田信幸 真田文書 474頁
Ｄ （慶長５年）８月23日 徳川秀忠 佐久間安政 諸家感状録 474頁
Ｅ （慶長５年）８月23日 徳川秀忠 平野長重 武家事紀 475頁

Ｆ （慶長５年）８月23日
  （13日ヵ）

徳川家康
（注１）

山村良勝・千村良重 覚範随筆 475～476頁

Ｇ （慶長５年）８月21日 大久保長安 千村重照 木曾旧記 476頁
Ｈ （慶長５年）８月23日 大久保長安 千村重照 木曾旧記 477頁

Ｉ （慶長５年）８月23日
  （13日ヵ）

徳川家康
（注２）

原図書助・三尾将監・
千村重照

木曾考 477～478頁

Ｊ （慶長５年）８月24日
  （注３）

徳川家康 浅野長政 浅野家文書 480頁

【凡例】
表２における「月日」は、書状が発給された月日を示す。
表２における「頁数」は、『信濃史料』第18巻における頁数を示す。
※ＢはＡの副状にあたる。
※Ｇによれば、８月21日の時点で、大久保長安は信州方面へ御用があり、（その途上として）武蔵国横山にいた。

（注１） 中村孝也『徳川家康文書の研究』中巻（日本学術振興会、1959年）では、８月13日付（581頁）と８月23
日付（610頁）とほぼ同文のものを両方載せている。文末には「委細大久保十兵衛可申候也」と記されて
いるので、このことから大久保長安が江戸を離れる８月20日より前であるはずなので、８月13日付が正
しいと考えられる。

（注２） 文末には「委細大久保十兵衛可申候也」と記されているので、このことから大久保長安が江戸を離れる８
月20日より前であるはずなので、８月13日付が正しいと考えられる。

（注３） 文末には「委細者本多弥八郎・大久保十兵衛可申候」と記されているので、このことから大久保長安が江
戸を離れる８月20日より前であるはずなので、この書状の８月24日付という点は再検討の余地がある。

▼ 表２において、徳川秀忠の書状は８月23日付のものしかない。８月23日は秀忠が宇都宮から出陣する前日にあ
たる。

▼ 表２において、徳川秀忠は山村良勝・千村良重に対しては書状を出していない。山村良勝・千村良重を遣わし
て木曾谷の平定、東美濃への侵攻を企図したのは徳川家康であり、その命を受けた大久保長安が具体的な役割
を担当した。よって、徳川秀忠は関与していなかった、と考えられる。

―   100   ―

別府大学紀要　第61号（2020年）




